葬祭料等の申請について

先日はご連絡いただきましてありがとうございました。

葬祭料(222,000円)の申請は次の書類を揃えていただき、下記まで送付ねがいます。

 １ 葬祭料支給申請書
 ２ 葬祭料請求書→申請者名義の口座をご記入下さい。
※ゆうちょ銀行への振込を希望される場合は、通帳の写しを添付して下さい。
３ 死亡診断書又は死体検案書の写し
　　　　※記載内容に不明な点等がある場合は、原本証明を求める場合があります。
４ 葬祭を行ったことを確認できる書類
※火葬・埋葬許可書（写し可）、会葬御礼のハガキ（原本）、葬儀社の領収書（原本）等
５ 被爆者健康手帳
６ 手当証書（手当を受けている方のみ）
７ 厚生労働大臣の認定書（原爆症の認定を受けている方のみ）
８ 紛失届　（被爆者健康手帳又は手当証書、厚生労働大臣の認定書を紛失された場合に提出）
９ 死亡者の住民票の除票（原本）→　被爆者健康手帳を紛失された場合のみ提出
10 申立書（葬祭料の申請者と喪主が別の方であるとき必要）
11 原爆殉職者名奉安事業の為に原爆死没調査票を広島市または長崎市に提出する事についての同意書
【被爆者死亡により振込不能となった手当を相続人が受領する場合、以下の書類の提出が必要となります《被爆者相談室より別途ご連絡致します》】
・ 各種手当の受領について
・ 債権者登録書
・ 死亡者との続柄が確認出来る公的な書類（戸籍抄本など(コピー可)）
　
　　※事故・天災など死亡原因が原子爆弾の放射能の影響とは関係がない場合は支給対象外です。
　　
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
	【お問い合わせ】
兵庫県保健医療部疾病対策課  
難病対策班 　　　　　　　 TEL：０７８－３４１－７７１１(代表)
原子爆弾被爆者相談室      TEL：０７８－３６１－８６０４(直通) 

	【送付先】　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓書類送付時切り取ってお使いください

	〒６５０‐８５６７  神戸市中央区下山手通５－１０－１

兵庫県保健医療部疾病対策課

　　　　　　　　　　原子爆弾被爆者相談室 　行

≪葬祭料申請書類在中≫
	



